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郵
政
改
革
法
案
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
国
会
に
内
閣
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
郵
政
改
革
法
案
に
つ
い
て
、
以
下
二
十
一
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

こ
れ
ま
で
進
め
ら
れ
て
き
た
「
郵
政
民
営
化
」
自
体
を
否
定
す
る
趣
旨
な
の
か
。
政
府
の
基
本
的
認
識
を
問
う
。

二

そ
も
そ
も
、
株
式
会
社
形
態
な
ど
「
民
営
化
」
自
体
を
変
更
す
る
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
郵
政
事
業
の
運
営
形
態

と
し
て
は
株
式
会
社
が
適
当
と
考
え
て
い
る
の
か
。

三

法
第
三
条
に
規
定
す
る
郵
政
事
業
の
「
民
間
の
経
済
活
力
の
向
上
へ
の
寄
与
」
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て

い
る
の
か
。

四

法
第
三
条
に
規
定
す
る
「
郵
政
事
業
と
地
域
経
済
と
の
連
携
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

五

日
本
郵
政
株
式
会
社
と
郵
便
事
業
株
式
会
社
及
び
郵
便
局
株
式
会
社
の
合
併
に
よ
り
、
国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
面
で

期
待
す
る
効
果
を
う
か
が
う
。

六

合
併
に
係
る
シ
ス
テ
ム
統
合
等
の
コ
ス
ト
は
ど
の
程
度
か
。
ま
た
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
ま
で
の
期
間
で
準
備
は
足

り
る
の
か
。

七

Ｊ
Ｐ
エ
ク
ス
プ
レ
ス
社
の
経
営
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
理
由
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
。
今
後
「
ゆ
う
パ
ッ

一



ク
事
業
」
を
ど
の
よ
う
に
継
続
し
て
い
く
方
針
か
う
か
が
う
。

八

法
第
八
条
に
規
定
す
る
「
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
は
何
か
。

九

簡
易
郵
便
局
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
末
現
在
で
も
、
四
二
九
五
局
中
、
二
四
五
局
が
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ

が
、
今
後
再
開
さ
せ
て
い
く
の
か
方
針
を
う
か
が
う
。
一
義
的
に
は
、
日
本
郵
政
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、

法
第
四
条
の
規
定
も
あ
り
、
国
と
し
て
も
方
向
性
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

十

法
第
十
四
条
に
お
け
る
「
小
規
模
な
郵
便
局
に
対
す
る
検
査
及
び
監
督
」
の
際
に
、
政
府
が
配
慮
す
る
内
容
を
具
体
的
に

う
か
が
う
。

十
一

郵
政
改
革
推
進
委
員
会
の
事
務
局
は
ど
の
よ
う
な
組
織
を
考
え
て
い
る
の
か
。

十
二

郵
政
改
革
推
進
委
員
会
委
員
の
任
命
を
国
会
同
意
人
事
と
し
な
い
理
由
を
う
か
が
う
。

十
三

郵
政
改
革
推
進
委
員
会
の
委
員
の
人
数
及
び
構
成
の
具
体
的
イ
メ
ー
ジ
を
う
か
が
う
。

十
四

郵
政
民
営
化
委
員
会
は
、
主
務
大
臣
が
業
務
拡
大
等
の
認
可
を
行
う
際
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
郵

政
改
革
推
進
委
員
会
で
は
、
「
業
務
の
届
出
に
対
す
る
勧
告
の
要
否
及
び
内
容
の
判
断
に
必
要
な
基
準
」
に
つ
い
て
諮
問
に

応
じ
調
査
審
議
し
、
総
務
大
臣
が
勧
告
を
行
お
う
と
す
る
場
合
の
み
、
あ
ら
か
じ
め
意
見
を
聴
く
こ
と
と
な
る
（
事
後
的

二



チ
ェ
ッ
ク
）
。
そ
こ
で
、
「
勧
告
の
要
否
の
基
準
」
を
ど
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
か
う
か
が
う
。

十
五

郵
政
改
革
推
進
委
員
会
の
役
割
は
事
後
的
チ
ェ
ッ
ク
で
十
分
と
さ
れ
た
理
由
を
う
か
が
う
。

十
六

日
本
郵
政
株
式
会
社
及
び
金
融
二
社
の
株
式
の
売
却
時
期
を
明
示
し
な
か
っ
た
理
由
及
び
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
う
か

が
う
。

十
七

郵
政
改
革
に
よ
り
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
を
郵
政
事
業
の
み
な
ら
ず
、
銀
行
業
務
・
保
険
業
務
に
ま
で
拡

大
し
た
が
、
こ
の
新
た
な
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
コ
ス
ト
は
、
全
て
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
負
う
の
か
、

国
が
財
政
上
の
支
援
を
す
る
の
か
う
か
が
う
。

十
八

保
険
業
務
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
義
務
付
け
の
必
要
性
は
、
郵
便
・
銀
行
業
務
よ
り
は
低
い
よ
う
に
も
思
う
が
、

い
か
が
か
。

十
九

世
界
各
国
の
う
ち
、
銀
行
業
務
・
保
険
業
務
で
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
国
の
割
合
は
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
程
度
な
の
か
。

二
十

独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理
機
構
の
今
後
の
取
り
扱
い
方
針
を
う
か
が
う
。

二
十
一

今
回
の
改
革
案
に
つ
い
て
、
民
間
事
業
者
と
の
競
争
条
件
や
簡
易
保
険
の
在
り
方
な
ど
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
等
国
際
的
に
問
題

三



は
生
じ
な
い
の
か
う
か
が
う
。

右
質
問
す
る
。

四


